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１ 選考区分、職務概要及採用予定人員 

選考区分 主な職務概要 採用予定人員 

理学療法士 
特別支援学校等における理学療法士としての知見を活

かした姿勢や運動機能等の児童生徒への評価・支援等  
若干名 

  ※ 採用予定人員は、今後の事業計画等により変更になる場合があります。 

  ※ 採用後最初の配属は特別支援学校となる予定ですが、その後の配属は福祉部門等、特別支援

学校以外の勤務地となることもあります。 

 
 
２ 受験資格 

選考区分  資格 年齢 

理学療法士 
理学療法士免許を有する人又は
令和８年春までに行われる国家
試験により免許取得見込みの人 

令和８年４月１日時点で６２歳未満の人 

（昭和３９年４月２日以降に生まれた人） 

※ 地方公務員法第16条の欠格条項に該当する者（民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149 

号）附則第３条第３項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。）は、受験できませ

ん。 

（１）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの 

  者 

（２）当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

 

 

令和７年度 
 

川崎市職員採用選考案内 

 

（理学療法士） 

 
                 

川崎市教育委員会事務局総務部庶務課 
 

 

選 考 日   令和８年１月２５日（日） 

申 込 方 法     ＷＥＢフォーム 

申 込 期 日     令和７年１２月１７日（水）～令和８年１月９日（金） 

※川崎市教育委員会ホームページ（以下「ホームページ」という。）も併せて御確認ください。 
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（３）人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第六十条から第六十三条までに規

定する罪を犯し、刑に処せられた者 

（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 

３ 選考科目、日程及び会場 

選考科目 時間帯 日時及び会場 

専門考査 

（記述式１００分） 
１０：００～１１：４０ ① 日時 令和８年１月２５日（日） 

９時３０分集合 

② 会場 川崎市役所南庁舎１８階 個別面接 

（３０分程度） 

１２：４５～１７：００ 

（個別面接終了後各自解散） 

 注１ 受験に際しては、受験票、鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム、黒ボールペン、時計（スマー
トフォン、スマートウォッチ不可）及び昼食（任意）を持参してください。 

２ 日時、会場等が変更になる場合は、ホームページへ掲載の上、履歴書に記載されたEmail等に御連
絡いたしますので、必ず確認してください。 

 

 

４ 専門考査の内容 

 

 

５ 申込手続 

申込受付 

期  間 

令和７年１２月１７日（水）～令和８年１月９日（金） 

※ 申込受付期間後の申込みは受理することができませんので、御注意ください。 

申込方法 

ＷＥＢフォームによる申込み（郵送・持参による受付は行いません。） 

※ ホームページに掲載している受験申込用のＷＥＢフォームに必要事項を全て入力

し、申込みを行ってください。 

【教育委員会ホームページＵＲＬ・二次元コード】 
https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000182846.html 

 

 

 

 

 

【申込フォームＵＲＬ・二次元コード】 
https://logoform.jp/form/FUQz/1347666 

 

 

 

 

 

申込締切後、３日以内にメールで受験番号をお知らせします。３日以内にメールが

届かない場合は、川崎市教育委員会事務局総務部庶務課に御連絡ください。 

 

選考科目 内容 出題分野 

専門考査 

理学療法士として必要な専門知識、見識を

問う記述式の用語説明問題５問及び論述問

題１問（論述は８００字以内） 

解剖学、生理学、運動学、病理学概論、

臨床心理学、リハビリテーション医学

（リハビリテーション概論を含む。）、臨

床医学大要（人間発達学を含む。）、理学

療法等 

https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000182846.html
https://logoform.jp/form/FUQz/1347666
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６ 合格発表 
  令和８年２月１８日（水） 
  ※ 選考結果については、ホームページにて合格者の受験番号を掲載します。なお、合格発表日

以降、合格者のみに文書で通知を発送します。 

 

７ 採用予定日 
（１）最終合格者は、本人の意思による辞退や採用するにふさわしくない非違行為等があった場合

等を除き、原則として令和８年４月１日に採用されます。 

 （２）受験資格がないこと又は提出書類の記載事項が正しくないことが判明した場合は、合格を取り

消します。また、資格・免許の取得見込の人で国家試験に不合格だった場合は、採用されませ

ん。 

 （３）日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は採用されません。 

 

８ 個人別成績情報の提供 

この選考で不合格となった方のうち、本人から申出があった場合に限り、成績情報を提供します。ただ

し、申出は次の手順に限ります（電話等は不可）。 

対象者 
(本人に限る) 

提供内容 手順 

選考不合格者 選考の総合順位及び総合得点 

提供希望者は、合格発表日から１か月以内(消
印有効)に、下記①～③を次の住所に郵送して
ください。 
①「個人別成績に関する情報提供申出書」 
②「受験票」 
③「返信用封筒(１１０円切手を貼り、宛先を
明記した定形封筒)」 
 
《申出書郵送先》 

〒２１０－８５７７ 

川崎市川崎区宮本町１番地 
川崎市教育委員会事務局総務部庶務課 

   ※個人別成績情報は、令和８年３月下旬以降に発送します。 

 

９ 給与、休暇等 
（１）給与 

区分 毎月支給される給与※１ 

理学療法士 
大学卒 ２６８，４２４円 

短大３卒 ２５１，２５６円 

  ※１ 毎月支給される給与･･･給料、地域手当 

※２ 免許の取得後に職歴等がある場合には、免許取得後の職歴等を経験年数と捉え、規程に定められ

た基準により給料等に加算されます（経験年数加算は原則１０年が上限になります。）。 

※３ この他、住居手当、通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当等が該当者に支給され

ます。 

・昇給 原則年１回（４月１日） 

・期末・勤勉手当（賞与） 令和７年度実績 平均年間４．６５月分 

 

（２）勤務時間及び休暇等 

①勤務時間、週休日・休日 

勤務時間 

８：２５～１６：５５（休憩時間４５分含む。）  

※ 勤務時間は年度によって校長の裁量により変更される場合があります。  

※ 福祉部門等に勤務の場合、８：３０～１７：１５（休憩時間１時間含む。）とな

ります。  

週休日・休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 
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②休暇等 
年次休暇(年間２０日間)のほか、夏季(５日間)・結婚・出産・育児・忌引・子の看護・男性職

員の育児参加・短期介護などの特別休暇があります。また育児休業制度、育児短時間勤務制度、

介護休暇などもあります。 
       

※上記の内容は、令和７年４月１日現在のものであり、変更される場合があります。 
 
１０ 学校見学（平日のみ） 

   個別の学校見学を随時受け付けています。 

希望される方は、下記の申込先へお問い合わせください。（平日８：３０～１７：００） 

＜申込先＞ 

教育委員会事務局学校教育部支援教育課 電話 ０４４－２００－３２８７ 

○ 特別支援学校での業務等を説明し、校内を案内しますので、職場の雰囲気や働き方を知

ることができます。 

○ 少しでも業務を知っていただくための良い機会ですので、出願前に見学をお勧めします。 

 

  

【問い合わせ先】 
 

 川崎市教育委員会事務局総務部庶務課 
 住 所 川崎市川崎区宮本町１番地 

 電 話 ０４４－２００－３２６１ 

 ＦＡＸ ０４４－２００－３９５０ 

 メールアドレス 88syomu@city.kawasaki.jp 

mailto:88syomu@city.kawasaki.jp
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個人別成績に関する情報提供申出書 

 
令和  年  月  日  

 

 

  （宛先）川崎市教育委員会 

 

 

                      受験番号                 

  

                      氏名                   

 

 

   私は、次の選考の個人別成績に関する情報について、提供を申し出ます。 

 

 

 

選考名 令和７年度実施川崎市職員（理学療法士）採用選考 

 

   

  ※申出年月日、受験番号、氏名の記入をお願いします。 

 

 

 

（注）１ 個人別成績情報の提供は、選考において不合格となった人のうち、希望者に対して行います。 

２ 提出方法等の詳細については、Ｐ.３を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


